
 認 定 
 期間：平成26年1月20日から平成29年3月31日まで。 

 平成２６年度税制改正大綱において、生産性向上設備投資促進税制の創設が盛り込まれました。 

 『生産性向上設備投資促進税制』は、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備や、 

 先端設備を取得、制作等した場合に、即時償却または 税制控除が選択いただける制度です。 

 

この度弊社の 『 リアルタイム設備稼働管理システム 』が、本税制の対象となる先端設備として 

認定されました！ 

この機会にぜひ『生産性向上設備投資促進税制』の対象設備となった『リアルタイム設備稼働管理システム』をご
検討ください。 

  

生産性向上設備投資促進税制 制度の概要 

*本制度が適用できるかどうかは、必ず担当の税理士、 
または所轄の国税局／税務署にご確認ください。 
＊生産性向上設備投資促進税制の詳細については、経済
産業省のＨＰでも確認いただけます。 
 
        経済産業省ＨＰ 

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku
_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140701.pdf 
 
 
 



定期的に証明書発行状況を報告

② 設備の確認
①証明書発行依頼 証明書発行依頼

④-1証明書転送 ③ 証明書発行

④-2設備取得等

⑤ 税務申告の際、
確定申告等に証明書を添付

一般社団法人　情報ｻｰﾋﾞｽ産業協会　　ホームページ
http://www.jisa.or.jp/it_info/various/tabid/1338/Default.aspx

先端設備の要件確認の流れ 

経済産業省 

一般社団法人 

情報サービス 

産業協会 

協立システムマシン 設備ユーザ様 

所轄の税務署 

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第５条第１項ロに掲げられた指定

設備の要件を満たしています。  

ただし、ソフトウェアに係る証明書の発行は、カスタマイズ等を施していても当該

ソフトウェアの機能に関する要件を保持していることが前提です。 


